
（平成２１年１２月２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 13 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 9 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 14 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 9 件

年金記録確認北海道地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



北海道国民年金 事案 1345 

 

第１ 委員会の結論                              

   申立人は、申立期間のうち、昭和 40年 11月の保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

   また、昭和 40 年 12月から 41年９月までの国民年金保険料については、還

付されていないものと認められることから、還付についての記録を訂正するこ

とが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： 昭和 40年 11月から 41年９月まで 

    平成 20 年３月に届いた「ねんきん特別便」により、申立期間が国民年金

と厚生年金保険で重複していることに気付き、社会保険事務所に調査をお願

いしたところ、申立期間の国民年金保険料は還付決定されたが、既に時効消

滅となっていることから、保険料は還付できないと回答された。 

    しかしながら、私は当該期間の国民年金保険料の還付通知を受けたことや

還付手続をした記憶が無い上、申立期間のうち昭和 40年 11月は、国民年金

被保険者資格が喪失と記録されており、厚生年金保険に加入していないにも

かかわらず、その月に資格を喪失しなければならない理由は無い。 

    私は、申立期間の国民年金保険料を間違いなく納付してきたはずなので、

当該期間について、納付記録及び還付についての記録を訂正してほしい。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の所持する国民年金手帳及びＡ町の国民年金被保険者名簿から、申立

人は、昭和 40年 10 月 31日に申立期間の国民年金保険料を前納していること

が確認できるところ、当該期間の保険料は、42 年 12 月 12 日に還付決定され

たことが、社会保険事務所が保管する特殊台帳(マイクロフィルム)及び還付整

理簿から確認できる。 

   しかしながら、国民年金保険料が還付決定されたとする申立期間のうち、昭

和 40年 11月については、申立人は国民年金の資格喪失手続をした記憶が無い

上、社会保険庁のオンライン記録でも、申立人が厚生年金保険被保険者資格を



取得したのは 40年 12月であることが確認できることから、当該月は、申立人

は国民年金被保険者期間であり、国民年金資格を喪失の上、納付済みの保険料

が還付されなければならない合理的な理由は無く、行政側の記録管理に誤りが

あったことが認められる。 

   また、申立期間のうち、昭和 40年 12 月から 41年９月までの期間について

は、当該還付整理簿には「資格喪失」及び「時効消滅」の記載が見られるもの

の、還付請求書の通知年月日の記載が無いことから、申立人に対して還付請求

書が送付されなかったことが考えられ、行政側の処理が適切に行われなかった

ことがうかがえる。     

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 40年 11月の国民年金保険料を納付していたものと認められ、同年 12月か

ら 41 年９月までの国民年金保険料については、還付されていないものと認め

られる。 



北海道国民年金 事案 1346 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成７年４月から 14 年３月までの期間及び 14 年７月から 16 年６

月までの期間の国民年金保険料については、免除されていたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成７年４月から 14年３月まで 

② 平成 14年７月から 16年６月まで 

申立期間は、日本語が書けない妻に代わり、私が、私と妻の分の免除申請

書に記載し、毎年提出していた。 

申立期間について、妻は免除期間となっているのに、私だけが未納期間と

されているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、昭和 63年 12月に帰国した申立人の妻とは、申立人が入国した

平成２年 12 月以前からＡ国において婚姻関係にあり、入国直後の３年１月

から現在までその妻とは同居していると主張しているところ、申立人の外国

人登録原票、その妻の戸籍の附票及びＢ市において申立人の妻が申立人と共

に生活保護を支給されていた記録などにより、申立人とその妻は同居同一世

帯とみなされていたと認められる。 

    また、申立人は、自ら生活保護の支給停止を申し出たとする平成５年６月

24日ごろと、申立人の妻の生活保護が支給停止となった６年 10月１日ごろ

に、それぞれＢ市Ｃ区役所の生活保護課で国民年金の手続と免除申請につい

て説明を受け、そのまま同区役所の国民年金の窓口に行き手続をしたと供述

しているところ、同課では、国民年金の被保険者である者が生活保護の支給

停止となった場合には、国民年金の手続及び免除申請についての説明をして

いるとしており、申立人の供述と一致する。 

    さらに、申立人は、申立人の妻は日本語が書けないため、申立人が自分と

その妻の国民年金保険料免除申請書に記載して毎年提出していたとしてい



るところ、申立期間について、その妻は申請免除期間となっており、申立人

が申立人自身の免除申請をしないで、申立人の妻の分だけ免除申請していた

とは考え難い上、Ｄ社会保険事務所では、「夫婦一緒に免除申請した場合、

同一世帯であれば、妻が国民年金保険料免除の承認を受けていれば、夫につ

いても承認されるはずである。」としている。 

以上を踏まえると、申立人の妻の生活保護が支給停止となった平成６年

10 月以降のうち、その妻が申請免除となっている申立期間について、申立

人は免除申請を行い、免除基準を満たしていたものと推認できる。 

  ２ しかしながら、申立人について、社会保険庁及びＢ市は、申立人が生活保

護を支給停止された後も法定免除の消滅処理を行わないまま、平成 17 年３

月まで申立人の国民年金の全期間を法定免除期間としていたことが確認で

きるため、Ｄ社会保険事務所及びＥ社会保険事務局に、記録上法定免除とな

っている者が免除申請した場合、どのような処理が行われるか確認したとこ

ろ、「免除申請したとしても法定免除が優先して認められるが、被保険者に

法定免除について確認の上、申請免除の審査を行う。しかし、実際には確認

せずに申請免除は処理不要とされ、法定免除のままとすることもあり、申請

書も本人には必ずしも返却しない。」としていることから、申立人について

も免除申請したものの、法定免除の状況について申立人に確認されないまま、

その時点で申立人に付与されていた法定免除が優先され、申請免除について

は記録されずに処理が完結してしまったものと推認できる。     

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を免除されていたものと認められる。 



北海道国民年金 事案 1347 

            

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年６月から平成元年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： 昭和 63年６月から平成元年５月まで 

    私は、国民年金の加入を両親に勧められたので、昭和 62 年４月ごろＡ市

Ｂ区役所で国民年金に加入した。保険料は、自分で納付書により毎月Ｃ銀行

（現在は、Ｄ銀行）で納付していた。 

    領収書等の関係資料は所持していないが、国民年金保険料は間違いなく納

付していたはずなので、申立期間が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 62 年４月ごろに国民年金の加入手続を行い、申立期間を除

く国民年金加入期間の保険料はすべて納付済期間となっていることから、保険

料の納付意識は高かったものと認められる。 

また、申立期間は、申立人が短期間厚生年金保険の資格を喪失していた期間

であり、申立期間の前後には多数の同様の期間がみられるが、申立人は、厚生

年金保険から国民年金への切替手続を適切に行っていることが申立人の保管

する国民年金保険料の領収書等により確認できることから、申立期間の保険料

のみを未納のままにしておくことは考え難い。 

その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料について、納付していたものと認められる。 



北海道国民年金 事案 1348 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年１月から同年３月まで 

私は、Ａ業などで何とか生計を立て、毎年の税金や国民健康保険料をはじ

め公租公課はきちんと納めてきた。 

国民年金に加入してからの保険料も遅滞なく納付しているはずであり、申

立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き、国民年金加入後の国民年金保険料をすべて納付

している上、国民年金手帳記号番号の払出時点において、納付が可能な保険料

を過年度納付していることから、申立人の国民年金制度に対する意識は高かっ

たものと考えられる。 

   また、申立期間の前後の期間は納付済期間である上、当時の申立人の生活状

況に大きな変化はみられないことから、申立人が申立期間の３か月のみを納付

しないことは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



北海道厚生年金 事案 1520 

 

第１  委員会の結論 

    申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、

申立期間②に係る資格喪失日（昭和 49年 12 月 27日）及び資格取得日（昭和

50年４月 15日）を取り消し、申立期間②の標準報酬月額を９万 8,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

   住    所  ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年４月１日から 49年７月１日まで 

             ② 昭和 49年 12月 27日から 50年４月 14日まで 

    Ａ社には、Ｂ大学に在学していた昭和 43 年４月からアルバイトとして

勤務を開始した後、同学を退学した 45 年４月１日から 51 年 11月 20 日に

退職するまで、正職員として継続して勤務していたが、社会保険事務所の

記録においては、同社における厚生年金保険の被保険者資格取得日は 49

年７月１日と記録されている上、49 年 12 月 27 日から 50 年４月 14 日まで

の期間については、同社に係る厚生年金保険の加入記録が無い。 

両申立期間当時の給与明細書等は保管していないが、いずれの申立期間

においても、間違いなくＡ社に勤務し、給与から厚生年金保険料が控除さ

れていたので、両申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚

生年金保険事業所別被保険者名簿によると、申立人は同事業所において、昭

和 49 年７月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得した後の同年 12 月

27日にこれを喪失し、50年４月 15日に再度被保険者資格を取得しており、

申立期間②に係る 49 年 12月から 50年３月までの期間について、厚生年金

保険の被保険者記録が無い。 



しかしながら、事業主は、「申立人は、申立期間②においても当社に継続

して勤務していたはずであり、一度退職して再度入社したということは無か

った。」と供述している上、申立人が名前を挙げた同僚９人に照会したとこ

ろ、回答が得られた５人のいずれもが「申立人は、申立期間②においても当

該事業所に勤務していた。」と供述していること、及びこれら５人のうち３

人が、事業主と同様に「申立期間②において、申立人が当該事業所を一度退

社した後、再度入社したということは無かった。」と供述していることを併

せて判断すると、申立人が申立期間②において、Ａ社に継続して勤務してい

たことが認められる。 

また、事業主及び前述の同僚３人のいずれもが「申立人は、申立期間②に

おいても当該事業所に継続して勤務していたので、給与から厚生年金保険料

を控除していなかったとは考え難い。」と供述している。 

さらに、前述の同僚３人のいずれもが「申立人は、申立期間②において正

職員として勤務していたはずであり、業務内容及び勤務形態に変更は無かっ

た。」と供述しているところ、社会保険事務所の記録により、当該同僚３人

を含む申立人が名前を挙げた同僚９人全員が、申立期間②においても厚生年

金保険の加入記録が継続していることが確認できる。 

加えて、社会保険事務所の記録によると、Ａ社における複数の厚生年金保

険の加入記録が確認できる被保険者は４人いるが、このうち二人は、同事業

所における厚生年金保険の未加入期間について、異なる事業所で同保険に加

入していることが確認できる上、残る二人のうち一人が「当該事業所には一

度退社した後に再入社している。」と供述していること、及び他の一人はそ

の所在を特定することができず回答が得られないことから、申立期間②当時、

当該事業所において、継続して勤務している期間について厚生年金保険の被

保険者資格を喪失させる取扱いがあったことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

これらを総合的に判断すると、申立人が申立期間②においてＡ社に勤務し、

申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

    また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社における

昭和 49 年 11 月の社会保険事務所の記録から、９万 8,000 円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としているが、被保険者名簿により、申立人の当該事業所におけ

る被保険者資格の喪失に係る届出は昭和50年１月30日に行われていること、

及び被保険者資格の取得に係る届出は同年４月 18 日に行われていることが

それぞれ確認でき、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届

が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録するとは

考え難いことから、事業主から社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及

び取得の届出が行われ、その結果、社会保険事務所は、申立人の 49 年 12



月から 50 年３月までの期間における保険料について納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立人の申立期間②に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

２ 一方、申立期間①については、申立人から提出された申立期間①当時に撮  

影されたことが確認できる写真の写し、事業主の供述及び複数の同僚の供述

から判断すると、入社日は特定できないが、申立人が申立期間①において、

Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

  しかしながら、申立人は「大学に進学した昭和 43 年４月からアルバイト

職員として勤務していたが、大学２年生であった 45 年に大学を退学し、同

年４月１日からは正職員となり、厚生年金保険にも加入していたはずであ

る。」と供述しているところ、Ｂ大学が発行した在学証明書により、申立人

はＡ社における厚生年金保険の被保険者資格取得日である昭和 49 年７月１

日の直前である同年３月 31 日が退学日であることが確認でき、申立人の申

立内容とは符合しない。 

  また、事業主は「申立人は、申立期間①においてアルバイト職員として勤

務していたはずである。当社では、正職員についてのみ厚生年金保険に加入

しており、アルバイト職員については同保険に加入していなかった。アルバ

イト職員であれば、給与から厚生年金保険料が控除されていたとは考え難

い。」と供述しているところ、申立人が名前を挙げた同僚 10人に照会し６人

から回答が得られた結果においても、このうち４人が同様に「申立人は、申

立期間①においてアルバイト職員として勤務していたはずであり、厚生年金

保険の適用については、正職員のみが加入し、アルバイト職員は加入してい

なかったと思う。」と供述している。 

  さらに、前述の同僚６人のうち、Ａ社にアルバイト職員として勤務してい

た申立人の兄についても、申立人と同様に、申立期間①に係る当該事業所に

おける厚生年金保険の加入記録は確認できない上、当該申立人の兄は「私は、

アルバイト職員として勤務していたので、厚生年金保険に加入しておらず、

給与から厚生年金保険料が控除されていたことは無い。」と供述しているこ

と、及び残る５人のうち２人についても、同様に「アルバイト職員であれば、

給与から厚生年金保険料が控除されていないはずである。」と供述している

ことを併せて判断すると、申立人が申立期間①において、当該事業所に正職

員として勤務し、厚生年金保険の被保険者として、給与から厚生年金保険料

が控除されていたとは考え難い。 

加えて、申立期間①において、申立人が厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人

も、保険料が給与から控除されていたことに関する具体的な記憶も無い。 

 このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1521 

 

第１  委員会の結論 

申立人のＡ県Ｂ局に係る申立期間①における資格取得日は昭和 45 年７月１

日、資格喪失日は 46 年５月１日であること、申立期間②における資格取得日

は 48年６月 11日、資格喪失日は 49年４月１日であること、申立期間③にお

ける資格取得日は 49 年５月 20日、資格喪失日は 50年４月１日であることが

それぞれ認められることから、各申立期間に係る資格の取得日及び喪失日を訂

正することが必要である。 

   なお、各申立期間の標準報酬月額については、申立期間①は２万 2,000 円、

申立期間②は３万 9,000円、申立期間③のうち昭和 49年５月から同年９月ま

では３万 9,000円、同年 10月から 50年３月までは４万 5,000円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年７月１日から 46年５月１日まで 

             ② 昭和 48年６月 11日から 49年４月１日まで 

             ③ 昭和 49年５月 20日から 50年４月１日まで 

    Ａ県Ｂ局には、昭和 44年から 50年までの７年間において、毎年 10か月

以内の雇用契約期間を定めた臨時職員として勤務していたが、当該事業所か

らの要請により、各申立期間については友人の名前を借りて勤務したところ、

各申立期間に係る厚生年金保険の加入記録のいずれもが友人の加入記録と

されているので、各申立期間について、私の加入記録へと訂正してほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立てに係るＡ県Ｂ局において、各申立期間を含む昭和 44 年か

ら50年までの７年間に毎年10か月以内の雇用契約期間を定めた臨時職員とし

て勤務していたと主張しているところ、同期間のうち各申立期間を除く期間は、

厚生年金保険の被保険者記録及び雇用保険の被保険者記録のいずれにおいて

も、申立人の主張と符合する 10か月以内の加入記録を確認することができる。 

また、申立人は「各申立期間は、事業所の事情により自分の名前で勤務する

ことができなかったことから、申立期間①については「Ｃ」の名前で、申立期

間②については「Ｄ」の名前で、申立期間③については「Ｅ」の名前で申立て



に係るＡ県Ｂ局に勤務していた。」と主張しているところ、社会保険事務所の

記録により、申立人が各申立期間に名前を借りていたとするこれらの友人３人

の名前において、各申立期間と符合する厚生年金保険の加入記録を確認するこ

とができる。 

   さらに、申立人に名前を貸していたとする前述の友人３人全員から、申立人

に名前を貸していた事実を認める旨が記載された「名義貸しに係る申立書」

が提出されており、ⅰ）当該友人３人のいずれもが「申立期間はＡ県Ｂ局で

勤務しておらず、当然に給与の支払いを受けたことも無いので、同局に係る

厚生年金保険の加入記録は、私の記録ではなく、申立人の加入記録である。」

と供述していること、ⅱ）Ａ県Ｂ局における当該友人３人の厚生年金保険の

加入記録は、いずれも未統合記録となっていること、ⅲ）当該友人３人のい

ずれもが「Ａ県Ｂ局において、自分の名前で厚生年金保険に加入しているこ

とは知らなかった。」と供述しているところ、これら３人のうち二人は、申立

期間において国民年金被保険者として国民年金保険料を納付しており、この

うち一人については申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が国民年金の保

険料納付済期間へと訂正された上で年金裁定請求が行われていること、ⅳ）

各申立期間当時の同僚は「臨時職員は、契約の関係により継続して勤務する

ことができなかったため、申立人には友人の名前を借りて勤務してもらって

いた。申立人は、各申立期間においても間違いなく勤務しており、申立人以

外に臨時職員はおらず、申立人が名前を借りていた友人３人が勤務していた

ということも無い。」と供述していることを併せて判断すると、各申立期間に

おける厚生年金保険の加入記録は、申立人に名前を貸していた友人３人の加

入記録とされているものの、各申立期間のいずれにおいても、実際にＡ県Ｂ

局で勤務し、同局から給与が支給されていたのは申立人であるものと考えら

れる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料並びに周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間①は「Ｃ」の名前を使用し、申立期間②は「Ｄ」

の名前を使用し、申立期間③については「Ｅ」の名前を使用してＡ県Ｂ局に勤

務し、各申立期間における厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、「Ｃ」に係る同局における厚生年金保険の被

保険者記録（厚年手番＊）、「Ｄ」に係る同局における厚生年金保険の被保険者

記録（厚年手番＊）、「Ｅ」に係る同局における厚生年金保険の被保険者記録（厚

年手番＊）のそれぞれについて、申立人の加入記録へと訂正することが必要で

ある。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、申立期間①は「Ｃ」におけるＡ

県Ｂ局に係る社会保険事務所の記録から２万 2,000 円、申立期間②は「Ｄ」

における同記録から３万 9,000円、申立期間③は「Ｅ」における同記録から、

昭和 49年５月から同年９月までは３万 9,000円、同年 10月から 50年３月ま

では４万 5,000円とすることが妥当である。 



北海道厚生年金 事案 1522 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、

申立期間①に係る資格喪失日（昭和 39年９月１日）及び資格取得日（昭和 40

年１月６日）を取り消し、申立期間①の標準報酬月額を２万 4,000円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 39年９月１日から 40年１月６日まで 

             ② 昭和 51年３月 31日から同年８月１日まで 

申立期間①については、Ａ社（現在はＢ社）に勤務していた期間であり、

一度も退職したことは無いのに、当該事業所における厚生年金保険の加入記

録が抜けているので、記録を訂正してほしい。 

    また、申立期間②については、Ｂ社の子会社であるＣ社に勤務していた期

間であり、Ｂ社からＣ社に移っても、勤務が途切れたことは無いのに当該期

間の厚生年金保険の加入記録が無いので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人が勤務していたとするＡ社（整理記号は＊）

は、所在地を移転したことによって昭和 39 年９月１日にいったん厚生年金

保険の適用事業所に該当しなくなったが、同日付けで再度厚生年金保険の適

用事業所になり（整理記号は＊）、申立人は、当該事業所において同年５月

16 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同年９月１日に資格を喪失

後、40 年１月６日に当該事業所において再度資格を取得しており、39 年９

月１日から 40 年１月６日までの申立期間①の被保険者記録が無いことが社

会保険事務所の記録により確認できる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によると、当該事業所がいったん厚



生年金保険の適用事業所に該当しなくなった昭和 39 年９月１日において、

申立人を含む 44 人が厚生年金保険の被保険者資格を喪失しているが、同日

付けで申立人を除く 43 人が再度被保険者資格を取得していることが確認で

きる。 

また、申立人の当該事業所における雇用保険の加入記録によると、被保険

者資格取得日が昭和39年５月16日、離職日が51年３月30日となっており、

申立人は、申立期間①において当該事業所で継続して勤務していたことが確

認できる上、申立人の同僚も「申立期間①に退職した社員はおらず、昭和

39年９月１日に移転した時も社員全員がそろっていたと思う。」と供述して

いる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間①において、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたものと認められる。 

なお、Ｂ社では「Ａ社が申立期間①当時の申立人に係る厚生年金保険関係

の書類を保管していたのでそれを確認したが、なぜ、申立人だけ昭和 39 年

９月１日に被保険者資格喪失届の提出と同時に同資格取得届を提出しなか

ったのか、当時の状況を知っている社員はおらず、他に資料も見当たらない

ため不明である。」と供述している。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和

39年８月及び 40年１月の社会保険事務所の記録から、２万 4,000円とする

ことが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としているが、事業主から申立人に係る被保険者資格

の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこ

れを記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どお

りの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、

申立期間①に係る保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間①に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

  ２ Ｂ社、Ｃ社からの回答及び複数の同僚の供述から判断して、申立人が申立

期間②に勤務していたとするＣ社はＢ社の子会社であり、両事業所は同一敷

地内の同一建物の中に所在していたことが確認できる。 

しかしながら、申立人の雇用保険の加入記録によると、申立人は昭和 51

年３月 30 日にＢ社を離職した後、同年６月１日にＣ社において被保険者資

格を取得したことが確認でき、申立期間②のうち同年３月 31 日から同年５

月 31日までの期間については加入記録が無い。 

また、Ｃ社から提出のあった申立人に係る給与支払内訳明細（写し）によ



り、申立期間②のうち、昭和 51年５月１日から同年７月 31日までの期間に

ついては、申立人の月額給与から厚生年金保険料が控除されていなかったこ

とが確認できる。 

    さらに、Ｂ社及びＣ社から提出のあった健康保険厚生年金保険被保険者資

格喪失確認通知書（写し）及び同被保険者資格取得確認通知書（写し）によ

り、申立人を含む４人の被保険者が昭和 51年３月 31日にＢ社において被保

険者資格を喪失し、この４人全員が同年８月１日にＣ社において被保険者資

格を取得していることが確認でき（昭和 51 年８月１日は、Ｃ社が厚生年金

保険の適用事業所となった日。）、社会保険庁のオンライン記録により確認で

きるこれら４人の両事業所における被保険者資格の喪失記録及び取得記録

と一致している。 

    加えて、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人も保険料が控除されて

いたことに関する具体的な記憶が無い。 

    このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1523 

            

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は、平成８年２月１日であると認められ

ることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録

を訂正することが必要である。 

なお、平成６年９月から８年１月までの標準報酬月額については、24 万円

とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

   住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年９月 30日から 14年７月 31日まで 

Ａ社に勤務していたが、事業所の業績悪化に伴い平成８年に社長から「社

会保険事務所に健康保険証を返さなければならないので、返してほしい。」

と言われ、健康保険証を返した。社会保険事務所の記録によると、厚生年金

保険の資格喪失日が６年９月 30日となっているが、実際は 14年７月に退職

している。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、申

立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の供述及び当時の事業主の供述から判断すると、Ａ社における申立人の

退職時期の特定はできないものの、申立人が申立期間中に当該事業所に勤務し

ていたことが推認できる。 

また、申立人に係る社会保険庁のオンライン記録には、当初、申立人の申立

期間のうち平成６年10月及び７年10月の標準報酬月額の定時決定の記録が記

載されていたが、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった

日（平成６年９月 30 日）に関する処理がなされた日である８年４月２日にお

いて、さかのぼって取り消された上、同日に厚生年金保険の被保険者資格喪失

日を６年９月 30 日とする処理が行われているほか、健康保険被保険者証の返

還記録も８年４月 24日となっている記録が確認できる。 

さらに、当該事業所に係る社会保険事務所の処理は、申立人以外にも複数の



従業員に対して行われており、一人が申立人と同様の資格喪失の処理が行われ

ている上、平成６年 11 月に入社した者については、８年４月２日に厚生年金

保険の被保険者資格取消処理がされているが、このように厚生年金保険の適用

事業所に該当しなくなった後に資格の喪失及び取消処理を行う合理的な理由

は見当たらない。 

加えて、当時の事業主に照会したところ、「書類は何も残っていないが、申

立期間当時は社会保険料の滞納があり、さかのぼって社会保険の資格を打ち切

られた。資格を打ち切られた後は保険料を控除していない。」と供述している

上、申立人が名前を挙げた同僚は、「平成８年１月に社長から『これ以上社会

保険料を支払っていけないので、今月いっぱいで健康保険被保険者証を返して

ほしい。』と言われたので、同被保険者証を返し、８年２月から国民健康保険

と国民年金に加入した。私は会社がつぶれる 15 年２月まで勤務していたが、

申立人の退職時期については私が退職する１年から２年前ぐらいだと思うが

詳しい時期ははっきりとしない｡また、社会保険を打ち切られた後、給与から

保険料が控除されていたということは無い。」と供述しており、当該同僚が所

持する源泉徴収票等において平成８年１月まで保険料控除の実態があったこ

とが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成６年９月 30 日に厚生

年金保険の被保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的理由は無く、当該喪

失処理に係る記録は有効なものとは認められず、申立人の資格喪失日について

は、当該同僚の保険料控除の実態があったと確認できる８年２月１日であると

認められる。 

また、平成６年９月から８年１月までの標準報酬月額については、申立人の

当該事業所における６年８月の社会保険庁のオンライン記録から、24 万円と

することが妥当である。 

一方、申立期間のうち、平成８年２月１日から 14年７月 31日までの期間に

ついては、上述の当時の事業主及び同僚の供述において、厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことをうかがわせる事情は無い。 

また、申立人も、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事

実を確認できる給与明細書等の資料が無い。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1524 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 26年 10月 31日から同年 11月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所（昭和 27 年４月にＣ社Ｂ事業所に

名称変更）における資格喪失日に係る記録を同年 11 月１日に訂正し、当該期

間に係る標準報酬月額を 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

また、申立期間のうち、昭和 26年 11月１日から 27年７月 10日までの期間

について、申立人のＢ事業所Ｄ部における資格取得日は、26年 11月１日、資

格喪失日は、27年７月 10日であると認められることから、当該期間に係る記

録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については、8,000円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年 10月 31日から 27年７月 10日まで 

    昭和 19年 10月、Ａ社Ｂ事業所に入社し、30年 10月まで勤務した。 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間について加入記録が無いとの回答があった。 

    年金記録を訂正してほしい。 

        (注) 申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の厚生年金保険被保険者記

録の訂正を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、昭和 26年 10月 31日から同年 11月１日までの期間につ

いて、申立人が所持しているＣ社Ｂ事業所の勤続表彰状の写しから判断す

ると、申立人は、Ａ社Ｂ事業所に継続して勤務し（昭和 26 年 11 月１日に

Ａ社Ｂ事業所からＢ事業所Ｄ部へ異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を



事業主により給与から控除されていたと認められる。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社Ｂ事業所に

おける昭和 26 年９月の社会保険事務所の記録から、8,000 円とすることが

妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、当該事業所が昭和 37年 12月 18日に厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなっていることから確認することができないが、事業主が資格

喪失日を 26 年 11 月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこ

れを同年 10 月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が

同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る

26年 10月分の保険料の納入告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

  ２ 申立期間のうち、昭和 26年 11月１日から 27年７月 10日までの期間につ

いて、社会保険事務所が保管するＢ事業所Ｄ部の厚生年金保険被保険者名

簿において、申立人と同姓同名で厚生年金保険記号番号の一部が異なる者

（申立人の記号番号は「＊」、同姓同名の者の記号番号は「＊」）が、当該

事業所において 26 年 11 月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、27

年７月 10日に同被保険者資格を喪失している記録が確認できる。 

  この申立人と同姓同名の者の記録は、申立人と生年月日、性別及び種別が

一致することから、申立人の記録であると認められる。 

また、当該記録は、社会保険庁のオンライン記録に反映されていない上、

申立人は当初、当該期間に係る事業所をＡ社Ｂ事業所として申し立ててい

たため、申立人から年金記録の照会を受けた社会保険事務所では、Ｂ事業

所Ｄ部に係る当該記録を確認することができなかったことから、申立人の

基礎年金番号に未統合となっていたものと考えられる。 

  これらを総合的に判断すると、事業主は厚生年金保険被保険者の資格を昭

和 26年 11月１日に取得し、27年７月 10日に同資格を喪失した旨を、社会

保険事務所に届け出たことが認められる。 

  なお、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、今回統合する申

立人のＢ事業所Ｄ部における厚生年金保険被保険者名簿の記録から、8,000

円とすることが必要である。 



北海道厚生年金 事案 1525 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、Ａ社Ｂ支社（現在は、Ｃ社）における被保険

者記録のうち、申立期間①に係る資格喪失日（昭和 44年２月 11日）及び資格

取得日（昭和 44年５月１日）を取り消し、申立期間①の標準報酬月額を１万

2,000円とすることが必要である。 

また、申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、Ａ社Ｂ支社における被保険者記録のう

ち、申立期間②に係る資格喪失日（昭和 47年５月 10日）及び資格取得日（昭

和 47年 11月１日）を取り消し、申立期間②の標準報酬月額を、昭和 47年５

月から同年９月までは２万円、同年 10月は２万 6,000円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る両申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名  ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和４年生 

        住    所 ：  

                                

    ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年２月 11日から同年５月１日まで 

             ② 昭和 47年５月 10日から同年 11月１日まで 

  昭和 41年ごろ、Ａ社に採用となり、平成６年 10月末までＤ業務担当とし

て勤務した。 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間について加入記録が確認できないとの回答があった。 

  年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険事務所の記録では、Ａ社Ｂ支社において昭和 42 年 10

月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、44年２月 11日に同資格を喪

失後、同年５月１日に同社において再度同資格を取得しており、同年２月から

同年４月までの申立期間①の被保険者記録が無く、また、同社において 47 年



５月 10日に同資格を喪失し、同年 11月１日に同社において再度同資格を取得

しており、同年５月から同年 10月までの申立期間②の被保険者記録が無い。 

しかし、申立人が所持する同社の「３年勤続表彰状」の写し及び複数の同僚

の供述から、申立人が申立期間①及び②において同社に継続して勤務していた

ことが認められる。 

また、申立期間①について、当時の事務担当者は、「申立人は、当時、Ｅ施

設においてＤ業務担当として勤務していたが、申立期間①の前後において業務

内容及び勤務形態に変更は無かった。」と供述している。 

さらに、社会保険事務所の記録から、複数の同僚が申立人の申立期間①に係

る厚生年金保険被保険者の資格喪失日（昭和 44年２月 11日）に資格を喪失し、

後日、同社において同日付けで被保険者資格を再取得していることが確認でき、

同社の申立期間①に係る事務処理に誤りがあった状況がうかがえる上、同社Ｆ

支店では、「申立期間①及び②当時は、８時間勤務者は、全員、厚生年金保険

に加入させていた。申立人の場合、当社に約 28 年間も勤務し、その間、３か

月及び６か月と２度にわたり、厚生年金保険に加入していない期間があるとの

ことであるが、不自然であり何かの手違いがあったと思われる。」と供述して

いる。 

加えて、申立期間②について、当時、申立人がＤ業務を担当していたとする

Ｅ施設で一緒に勤務していたとする同僚は、「当時、私と申立人とほか同僚一

人の計３人がＥ施設のＤ業務担当として勤務していた。この３人が一緒に勤務

していた期間においては、シフトが変わらなかったことから、申立人は、申立

期間②の前後で業務内容及び勤務形態に変更は無かった。」と供述している上、

社会保険事務所の記録から、申立人を除いたこれら同僚二人は、いずれも申立

期間②において厚生年金保険の被保険者としての記録が継続していることが

確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支社における

昭和 44年５月の社会保険事務所の記録及び同職種の同僚の記録から、１万

2,000円とすることが妥当であり、申立期間②の標準報酬月額については、申

立人の同社における47年４月及び同年11月の社会保険事務所の記録並びに同

職種の同僚の記録から、47年５月から同年９月までは２万円、同年 10月は２

万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は当時の関係資料が無いことから不明としているが、事業主から

申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわ

らず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社

会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結



果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 44年２月から同年４月までの期間

及び47年５月から同年10月までの期間の保険料の納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



北海道厚生年金 事案 1526 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、

申立期間に係る資格喪失日（昭和 45 年２月 21 日）及び資格取得日（昭和 47

年８月 21日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を昭和 45年２月から同年

９月までは２万 6,000 円、45 年 10 月から同年 12 月までは７万 6,000 円、46

年１月から同年９月までは６万円、46年 10月から 47年７月までは９万 2,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年２月 21日から 47年８月 21日まで 

   昭和 44年９月にＡ社に入社し、平成 16年５月に同社を退職するまで、Ｂ

業務担当の社員として勤務した。 

   社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間について加入記録が無いとの回答であった。 

   年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、社会保険事務所の記録では、Ａ社において昭和 45 年１月５日に

厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同年２月 21日に資格を喪失後、47年

８月 21日に同社において再度資格を取得しており、45年２月 21日から 47年

８月 21日までの申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、雇用保険の被保険者記録、申立人が所持している申立期間に係る同

社Ｃ営業所の「月次販売会議議案書」の写し、同社本社の「永年勤続表彰状」

の写し及び同僚の供述から、申立人が申立期間において同社Ｃ営業所に継続し

て勤務していたことが認められる。 

また、申立期間当時、同社Ｃ営業所長であった同僚二人からは、「当時、同



社Ｃ営業所では、社員全員を厚生年金保険に加入させていた。申立人は、業務

成績が常にトップクラスの社員であった。申立人は、私が勤務している期間、

途中退社したことは無く、身分も採用当初から正社員であり、申立期間におい

て、申立人の業務内容及び勤務形態に変更は無かった。」との供述があった上、

当該同僚は厚生年金保険の加入記録が継続していることが確認できる。 

さらに、申立期間当時、同社Ｃ営業所では、社員就業規程により「社会保険

の加入は、入社の３か月後とする。」とされているところ、社会保険事務所の

記録によると、申立人の厚生年金保険の被保険者資格の取得は、申立人が入社

したとする時期の約３か月後となっており、同社Ｃ営業所では、社員就業規程

どおりの取扱いを行っていたことが確認できる。 

加えて、先述の同社Ｃ営業所長であった同僚二人は、いずれも「当時、一度

取得した厚生年金保険の被保険者資格を退職していないにもかかわらず、喪失

させるという話は、聞いたことが無く、そのような取扱いは認めていなかっ

た。」と供述している。 

その上、社会保険事務所の記録によると、申立期間当時、当該事業所におい

て複数の厚生年金保険加入期間が確認できる者はいたが、その者は、一度退職

し、再入社したと供述していることから、当時、当該事業所において、継続し

て勤務している途中の期間について、厚生年金保険の被保険者資格を喪失させ

る取扱いがあったことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における同期の同

僚の当該事業所に係る昭和45年２月から47年７月までの社会保険事務所の記

録により、45 年２月から同年９月までは２万 6,000 円、45 年 10 月から同年

12 月までは７万 6,000 円、46 年１月から同年９月までは６万円、46 年 10 月

から 47年７月までは９万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は当時の関係資料が無いことから不明としているが、事業主から

申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわ

らず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社

会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 45年２月から 47年７月までの保険

料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



北海道厚生年金 事案 1527 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格取得日は、昭和 19年 10月 26日、資格喪失日は

20年８月 19日であると認められることから、当該期間に係る厚生年金保険被

保険者記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、30円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

        氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

        住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月 26日から 20年８月 19日まで 

Ｂ学校（現在は、Ｃ高校）Ｄ科に在学中に学徒動員令により昭和 19年 10

月 26 日からＥ市内のＡ社に勤務した。一緒に勤務し、一緒に復学した級友

には、厚生年金保険の加入記録があるので、申立期間について厚生年金保険

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＢ学校Ｄ科の級友で、一緒にＡ社に勤務していた複数の同僚の供述

及び同校が保管している勤労動員日誌から判断すると、申立人は、申立期間に

同社に勤務していたことが認められる。 

また、当該事業所に係る社会保険庁のオンライン記録及び社会保険業務セン

ターが保管している厚生年金保険被保険者台帳によると、申立人が一緒に勤務

していたという 38 人（申立人を含む。）のうち 30 人が、昭和 19 年 10 月 26

日に当該事業所において厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが

確認できるが、申立人については、厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

しかしながら、厚生年金保険の加入記録が確認できた 30人のうち、14人に

ついては、社会保険庁のオンライン記録においては、その加入記録を確認する

ことができず、さらに、そのうち 13 人については、社会保険業務センターが

保管している厚生年金保険被保険者台帳においても、資格喪失日が記載されて

いない。 

一方、社会保険事務所が保管する当該事業所の厚生年金保険被保険者名簿に

ついては、昭和 20 年のＦ県庁仮庁舎の火災により、焼失していること、前述



の 30 人に係る厚生年金保険被保険者台帳も復元されたものであることから、

申立人の厚生年金保険被保険者台帳（昭和 20 年６月以降、戦災を避ける目的

で社会保険庁から地方に移管されていた。）も焼失した可能性が高い。 

なお、労働者年金保険法施行令（昭和 16 年勅令第 1250 号）第 10 条第３号

及び厚生省告示第 50 号（昭和 19 年５月 29 日）により、勤労動員学徒は、労

働者年金保険（現在は、厚生年金保険）の被保険者には該当しないとされてい

るが、本事案のような場合に、勤労動員学徒であるとの理由で厚生年金保険被

保険者資格を認めないとするのは適当でないと判断される。  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、事業

主は、申立人が昭和 19 年 10 月 26 日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、

20年８月 19日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行っていたも

のと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人の同僚に係るＡ社におけ

る昭和 19 年 10 月の社会保険事務所の記録により、30 円とすることが必要で

ある。 



北海道厚生年金 事案 1528 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における

資格喪失日に係る記録を昭和 45 年５月１日に訂正し、同社Ｄ工場における資

格取得日に係る記録を 45 年５月１日、資格喪失日に係る記録を同年６月１日

とし、申立期間の標準報酬月額を４万 5,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 45年５月 12日から同年６月１日まで 

昭和 45 年５月１日付けでＡ社Ｃ工場から、同社Ｄ工場へ異動したが、厚

生年金保険被保険者記録では、同年５月 12 日付け同社Ｃ工場資格喪失、同

年６月１日付けＤ工場資格取得となっている。 

工場間を異動しただけであり、退職した覚えも事実も無いので、申立期間

について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録及び人事記録から判断すると、申立人がＡ社に継続

して勤務し(昭和 45 年５月１日にＡ社Ｃ工場から同社Ｄ工場に異動)、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ社における昭和

45 年６月の社会保険事務所の記録から、４万 5,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としているが、Ａ社では、昭和 45 年６月１日に、組合管

掌に編入するとともに社会保険の手続を本社一括で行うこととし、同社Ｄ工場

は同年６月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっていることか



ら、申立人については、本来、同年５月１日に同社Ｄ工場において被保険者資

格を取得し、同年６月１日に資格を喪失した旨の届出を行う必要があり、社会

保険事務所が、資格の取得及び喪失のいずれの機会においても、申立人に係る

記録の処理を誤るとは考え難いことから、事業主から社会保険事務所への資格

の取得及び喪失に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



北海道国民年金 事案 1349 

 

第１ 委員会の結論                              

   申立人の昭和 52 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

   住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： 昭和 52年１月から同年３月まで 

私は、国民年金に 20 歳から加入し、その保険料は父親が納付していてく

れたはずである。父親はまじめな性格なので、申立期間の保険料も納付して

いてくれたと思う。 

申立期間の国民年金保険料の納付事実を認めてほしい。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父親が、申立期間に係る申立人の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人自身は国民年金

保険料の納付等に一切関与しておらず、申立人がその保険料を納付していてく

れたとする、その父親は既に他界しているため、申立人の国民年金保険料の納

付状況は不明である。 

   また、その父親、母親及び申立期間当時同居していた申立人の弟についても、

申立期間に係る国民年金保険料はいずれも未納になっている上、申立期間直後

の昭和 52 年度分の保険料については、申立人を含む４人がいずれも翌年度以

降に納付しており、申立期間に近接する時期においても未納が生じていたこと

がうかがえる。 

   さらに、申立人の母親は「私が結婚した時から主人はＡ業を営んでおり、支

払に関することは一切主人が行っていた。国民年金に関することも、すべて主

人が行っていたため、私は全く分からない。」と供述している。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1350 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年１月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年１月から同年６月まで 

  私は、会社を辞めた昭和 53 年１月ごろ、Ａ市Ｂ区役所で国民年金の加入

手続を行い、申立期間に係る国民年金保険料は、毎月同区役所又は郵便局で

納付していたことを記憶しているので、申立期間の保険料について納付事実

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｃ社を退職した昭和 53 年１月ごろにＡ市Ｂ区役所で国民年金の

加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を毎月納付したと主張しているが、

社会保険事務所の国民年金手帳記号番号払出管理簿の記録から、申立期間当時、

申立人に対し当該手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない。 

また、申立期間に係る国民年金被保険者資格は、申立人が昭和 53 年７月に

就職したＤ社を退職し国民年金に加入する平成 12 年７月ごろの時点で、さか

のぼって取得されたものであることが社会保険庁のオンライン記録により確

認できることから、申立期間当時は、国民年金の未加入期間であったものと推

認でき、未加入期間は保険料を納付することができない。 

さらに、申立人及びその妻は、国民年金に加入した時期、場所及び申立期間

の保険料を納付した方法、場所について記憶が明確でないと供述している。 

加えて、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、ほかに保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1351 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年１月から９年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年１月から９年３月まで 

  私は、親に勧められて国民年金に加入したが、申立期間のうち、平成７年

６月から８年６月までの 13 か月間は、当時勤務していたＡ社が私の国民年

金保険料を納付してくれており、これ以外の期間については、将来のことを

考えて自分で保険料を納付していたはずなので、いずれも未納期間とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、社会保険庁のオンライン記録から、平成

９年１月に基礎年金番号が導入された直後の同年６月に、申立人がＢ社に入社

し、厚生年金保険被保険者資格を取得した際にＣ社会保険事務所から払い出さ

れたものであり、同手帳記号番号の払出しと同時に、申立人が 20 歳に到達し

た７年＊月の時点までさかのぼって国民年金被保険者資格が取得されたもの

と推認でき、申立人に対し、申立期間に係る別の国民年金手帳記号番号が払い

出された形跡も見当たらないことから、申立期間当時は、国民年金の未加入期

間であったものと推認できる。 

また、申立人が申立期間当時在住していたＤ市（現在は、Ｅ市）では、国民

年金被保険者の記録管理を平成９年４月から電算記録に改めたとして、以後、

紙台帳を作成していないことから、電算記録のみの被保険者については、同年

４月以降に国民年金に加入した可能性が高いとしている。申立人には、電算記

録のみが存在していることから、申立期間当時に加入手続が行われたとはみら

れない上、同市の電算記録でも、申立期間は社会保険庁のオンライン記録と同

様に未納期間となっている。 



さらに、申立人は、申立期間のうち平成７年６月から８年６月までの 13 か

月間に係る国民年金保険料について、当時勤務していたＡ社が納付してくれて

いたと主張しているが、当該事業所の社長は、そのような事実は無いとしてい

る上、申立人には、申立期間の保険料をさかのぼって納付した記憶も無い。 

加えて、申立人が、申立期間について国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、ほかに保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1352 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年６月から同年８月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年６月から同年８月まで 

私は、平成３年６月にＡ省Ｂ局を退職後、在職時の年金事務担当者の助言

により、同年６月 20日に国民年金の加入手続を行った。 

その際に受け取った納付書により、Ｃ銀行Ｄ支店で６月の保険料として現

金 9,000円を納付したが、申立期間は未加入期間となっており納付記録が無

い。 

保管する日記帳の記載内容から、申立期間の納付記録が欠落していると思

うので確認してほしい。          

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ省Ｂ局を退職後、自分の共済組合から国民年金への切替手続と

併せ、その妻の国民年金の種別変更手続をＥ市Ｆ区役所で行い、申立期間につ

いて、保険料を納付したと述べているところ、申立人が所持している妻の国民

年金保険料領収書から、国民年金の第１号被保険者として平成３年６月 20 日

に同年６月の保険料 9,000円が納付されていることが確認できる。 

   また、申立人が所持していた平成３年６月 20 日の日記帳には、当日に国民

年金手続をし、保険料 9,000円を納付した旨の記載がある。 

   しかしながら、申立人について国民年金手帳記号番号の払出しが確認できな

い上、Ｅ市の被保険者名簿も該当が無く、申立人自身も国民年金手帳交付の記

憶が不明であり、ほかに国民年金に加入していたことをうかがわせる周辺事情

は見当たらない。 

   さらに、申立人が所持する日記帳には、国民年金手続及び 9,000円納付と記

載されているものの、国民年金手続については、その妻の第３号被保険者から

第１号被保険者の切替手続と一致し、9,000円納付については、二人分の金額



ではなく、妻の国民年金保険料領収書の金額と一致することから、妻の国民年

金の種別変更手続及び保険料納付を記載したものと推測される。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の保険料を納付していたものと認めることはできない。 



北海道国民年金 事案 1353 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 15年７月、同年８月及び同年 10月の国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成 15年７月及び同年８月 

 ② 平成 15年 10月 

私は、年金額を増額するため、60歳から国民年金に任意加入した。 

申立期間①及び②の保険料は、実家の近くにあるＡ郡Ｂ町のＣ郵便局又は

自宅の近くにあるＤ銀行Ｅ支店又はＦ郵便局で現金で納付したが、いずれも

納付記録に反映されていない。 

間違いなく保険料を納付したにもかかわらず、このような結果になってい

ることは納得できないので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②の保険料をＣ郵便局、Ｆ郵便局又はＤ銀行Ｅ支

店で、毎月月末に納付したと主張しているため、Ｇ銀行Ｈ支店及びＤ銀行Ｅ支

店に照会したところ、納付済期間である平成 15 年９月の保険料については、

17 年 10 月 25 日にＣ郵便局で納付していることが確認できるが、申立期間に

ついては保険料の納付事実を確認できなかった。 

また、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料(家計

簿、確定申告書等)は無い上、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れていることをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道厚生年金 事案 1529 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び③について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間②及び④について、厚生年金保険被保険者として

その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年１月４日から同年４月１日まで 

             ② 昭和 45年８月から 46年３月まで 

             ③ 昭和 47年８月 15日から同年 10月１日まで 

             ④ 昭和 54年１月から 56年４月まで 

    申立期間①については、昭和 45 年１月４日からＡ社に、申立期間③につ

いては、47年８月 15日からＢ社にそれぞれ勤務していたが、社会保険事務

所の記録では、資格取得日が入社日と異なっているので、訂正してほしい。 

また、申立期間②については、Ｃ社（現在は、Ｄ社）に、申立期間④につ

いては、Ｂ社にそれぞれ勤務していたが、社会保険事務所に記録されている

標準報酬月額よりも高い報酬を受け取っていたので、標準報酬月額を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、同僚の供述から判断すると、勤務開始の時期は特

定できないものの、申立人は、Ａ社に勤務していたことは推認できる。 

    しかしながら、社会保険事務所の記録により、当該事業所は昭和 50年 10

月 31 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、商業登記簿

謄本においても、平成元年 12 月３日に解散していることが確認できる上、

申立期間当時の事業主に照会したところ、「当時の資料を保管しておらず、

厚生年金保険の適用状況については分からない。」との回答があり、申立期

間①について厚生年金保険の適用状況及び保険料の控除について確認する



ことはできない。 

また、社会保険事務所が保管している健康保険厚生年金保険被保険者原票

により当該事業所において厚生年金保険の被保険者記録が確認できる８人

に照会し、３人から回答が得られたものの、申立人の当該事業所における勤

務期間、厚生年金保険の適用状況及び保険料の控除について確認できるよう

な供述は得られなかった。 

     さらに、上述の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、申立人の資格取

得日は昭和 45 年４月１日と記載されており、その記載に訂正等は無く、社

会保険事務所において不合理な処理が行われた形跡は見当たらない上、厚生

年金保険記号番号払出簿においても、申立人の厚生年金保険記号番号は当該

事業所において同日に資格取得したことが記載されている。 

     このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

２ 申立期間③については、複数の同僚の供述から判断すると、申立人は、Ｂ

社に勤務していたことは推認できる。 

     しかしながら、当該事業所は、「申立期間当時の賃金台帳等は保管してい

ないが、健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通

知書を保管しており、これによれば、申立人の資格取得日は昭和 47 年 10

月１日と記載されている。」と回答しており、雇用保険においても、申立人

は同日に被保険者資格を取得していることが確認できる。 

     また、社会保険事務所が保管している健康保険厚生年金保険被保険者原票

により当該事業所において厚生年金保険の被保険者記録が確認できる 22 人

に照会し、13人から回答が得られたところ、そのうち一人は、「申立期間当

時、Ｅ業務担当の職員は、入社後、２か月から３か月間は、アルバイトで勤

務し、その後正社員に切り替わっていた。正社員になってから、厚生年金保

険に加入していたと思う。」と供述しており、別の一人は、「申立人は、当初

は正社員ではなかったが、途中で正社員になった。」と供述している。 

     さらに、社会保険事務所が保管している健康保険厚生年金保険被保険者原

票を確認したが、申立人の資格取得日は昭和 47年 10月１日と記載されてお

り、その記載に訂正等は無く、社会保険事務所において不合理な処理が行わ

れた形跡は見当たらない。 

     このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

３ 申立期間①及び③において、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い一方で、社

会保険庁のオンライン記録により、申立人は国民年金に加入し、国民年金保

険料を納付していることが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び③に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  ４ 申立期間②については、社会保険事務所の記録により、Ｃ社は昭和 58年６

月 21日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっているが、商業登記簿

謄本により、申立期間当時及び現在の代表取締役に照会したところ、「申立期

間当時、経理等を担当していた取締役は、現在、病気療養中であるとともに、

申立期間当時の資料は残っていないので不明。」と回答しており、申立人の申

立期間②に係る報酬月額及び保険料控除額について確認できない。    

    また、社会保険事務所が保管している健康保険厚生年金保険被保険者原票

を確認したが、申立人の標準報酬月額は３万 9,000 円と記載されており、そ

の記載に訂正等は無く、社会保険事務所において不合理な処理が行われた形

跡は見当たらない。 

さらに、申立人の当該事業所における厚生年金保険の被保険者資格取得日

は昭和 45年８月１日であるところ、社会保険事務所の記録により、厚生年金

保険の被保険者記録が確認できる申立人の前後 10 人について標準報酬月額

を確認したところ、申立人と年齢は異なるものの、２万 2,000 円から３万

3,000 円までの記録であり、申立人の標準報酬月額が著しく低い状況も見受

けられない。 

加えて、社会保険事務所が保管している健康保険厚生年金保険被保険者原

票により、申立期間前後において厚生年金保険被保険者の記録が確認できる

11人に照会し４人から回答が得られ、そのうちの一人が保管していた昭和 47

年 12月及び 48年２月の給与明細書を確認したところ、給与明細書に記載さ

れている総支給額及び厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額と、社会

保険事務所において記録している標準報酬月額は一致している。 

５ 申立期間④については、Ｂ社に照会したところ、「申立期間当時の賃金台帳

等は保管していないことから、申立人の保険料控除額については確認できな

いが、昭和 53年７月、54年７月及び 55年７月の健康保険厚生年金保険被保

険者標準報酬改定通知書を保管しており、これによれば、申立人について、

53 年から 55 年までの期間について、４月の昇給による標準報酬の改定の届

出が行われていることが確認できる。」と回答しており、その記録は、社会保

険事務所が保管している健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録と一致し

ている上、その記載に訂正等は無く、社会保険事務所において不合理な処理

が行われた形跡は見当たらない。 

   また、上述の申立期間③と同様に申立期間当時の同僚に照会したところ、

申立人と同じ業務を担当していた同僚は、「申立人は、私よりも少し後に入社

し、同じ業務を担当していた。私の標準報酬月額の記録については、当時の

給与月額と概ね一致している。」と供述しており、この同僚の社会保険事務所

の標準報酬月額の推移は、申立人の標準報酬月額の推移とおおむね一致して



いることに加えて、複数の同僚が、「申立期間当時の会社の経営状態は良く、

自身の標準報酬月額については不自然な記録ではないと思う。」と供述してい

る。 

６ このほか、申立人の申立期間②及び④において、その主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情

は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人の申立期間②及び④について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



北海道厚生年金 事案 1530 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①、②及び④について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

また、申立人は、申立期間③について、船員保険被保険者として船員保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 27年生 

        住    所  ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年８月１日から 48年３月 31日まで 

             ② 昭和 48年 12月から 49年 12月 31日まで 

             ③ 昭和 50年７月１日から同年 12月 31日まで 

④ 昭和 56年７月１日から 57年５月 31日まで 

申立期間①については、姉の紹介によりＡ社に勤めた。 

申立期間②については、Ｂ市にあったＣ社に期間雇用として勤め、途中で

妻を呼び寄せて同社で一緒に勤務したが、妻には同社において厚生年金保険

の加入の記録があるのに私には加入記録が無い。 

申立期間③については、Ｄ社が所有するＥ船に兄と一緒に乗り、Ｆ業務に

従事した。 

申立期間④については、Ｇ社の下請会社であったＨ社からＩ事業を請け負

っていたＪ社という会社で勤務した。 

これらの期間における年金記録を確認したところ、いずれの期間において

も厚生年金保険及び船員保険に加入していた記録が無かった。勤務していた

証拠として勤務していた時の写真を提出するので、すべての申立期間におい

て厚生年金保険及び船員保険に加入していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、社会保険事務所の記録によると、Ａ社が厚生年金保

険の適用事業所となったのは昭和 49年 10月１日であり、申立期間①当時は

厚生年金保険の適用事業所に該当していなかったことが確認できる。 



    また、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 49年 10月１

日に厚生年金保険の被保険者資格を取得した者５人を抽出し、申立期間①に

おける公的年金の被保険者資格の取得記録を社会保険庁のオンライン記録

から確認したところ、一人は当該事業所以外の事業所において厚生年金保険

の被保険者資格を取得していること、二人は国民年金に加入していたが未納

と記録されていること、及び残りの二人は国民年金を含む公的年金の被保険

者資格を取得していた記録が無いことが確認できる。 

    さらに、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となった時点から同保険

の適用事業所に該当しなくなった昭和 53年８月 31日までの期間において、

当該事業所で厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認でき

る被保険者二人に申立期間①当時の状況を照会したところ、回答があったの

は一人であり、この者からは申立人の申立期間①における勤務状況等につい

ての具体的な供述を得ることができなかった上、同人は、申立期間①におい

て国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していたことが社会保険庁のオ

ンライン記録から確認できる。 

    加えて、社会保険事務所の記録によると、当該事業所は、昭和 53 年８月

31 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、商業登記簿か

らも申立期間①当時における元事業主の所在が確認できないため、申立期間

①当時における申立人の勤務状況等について確認することができない。 

このほか、申立期間①について、申立人が厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立

人も保険料が控除されていたことに関する具体的な記憶が無い上、申立てに

係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

  ２ 申立期間②について、申立人と一緒にＣ社Ｂ工場で勤務していたとする申

立人の妻には当該事業所において厚生年金保険被保険者資格取得記録（昭和

49 年３月 25 日から同年８月 31 日まで）があること、及び申立人の上司か

らは申立人の当該事業所における具体的な職務内容に関する供述があるこ

とから判断すると、申立人が申立期間②において当該事業所に勤務していた

ことは推認できる。 

    しかしながら、申立人は当該事業所に期間雇用者として入社したと供述し

ているところ、当該事業所では「雇用形態の区分に関係なく、従業員は、全

員、厚生年金保険に加入させていたはずである。」と供述しているものの、

「期間雇用者に関する申立期間②当時の資料は既に廃棄しており、健康保険

組合における記録も確認したが、申立期間②当時の記録は既に廃棄している

とのことであったため、申立人の申立期間②における厚生年金保険の適用状

況については不明である。」と供述していることから、申立人の申立期間②

における厚生年金保険の適用状況等について確認することができない。 

また、申立人が、申立期間②当時に当該事業所で一緒に勤務していたとす



る期間雇用者４人のうち、３人は特定することができず、申立期間②当時の

状況を確認することができなかった上、所在が特定できた一人からも回答を

得ることができなかったため、申立人の申立期間②当時の当該事業所におけ

る厚生年金保険の適用状況等について確認することができない。 

なお、社会保険庁のオンライン記録によると、上述の所在が特定できた同

僚は、申立期間②の後である昭和 51年９月 21日から 56年２月 21日まで当

該事業所において厚生年金保険被保険者資格を取得しているが、申立期間②

においては被保険者資格の取得記録が無いことが確認できる。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録から、申立期間②において当該事業

所で厚生年金保険の被保険者資格を取得している者のうち、所在が確認でき

た３人に照会したところ、二人から回答があったが、申立期間②における当

該事業所の期間雇用者に対する厚生年金保険の適用に関する具体的な供述

を得ることはできなかった。 

加えて、申立人に、申立期間②における雇用保険の加入記録は無い上、社

会保険事務所が保管する当該事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿にお

いても、申立期間②に申立人の名前は無く、一方、同名簿に整理番号の欠番

も見当たらないことから、申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

このほか、申立期間②について、申立人が厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立

人も保険料が控除されていたことに関する具体的な記憶が無い上、申立人の

申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情も無い。 

  ３ 申立期間③について、申立人は「Ｄ社が所有する小型船に乗り、７人ほど

でＦ業務を行った。」と供述しているところ、ⅰ）当該事業所及びＫ社は「乗

務員が７人程度の船は、総トン数が 10 トン未満であると考えられ、申立期

間③当時、Ｆ業務を行う総トン数が 10 トン未満の船は船員保険の適用では

なかった。」と供述していること、ⅱ）船員法の一部を改正する法律（昭和

45 年法律第 58 号）を受けて昭和 46 年１月１日に施行された船員法第１条

第１項の船舶に含まれる総トン数 30 トン未満の漁船の範囲を定める政令の

一部を改正する政令（昭和 45年政令第 346 号）により、Ｌ海域でＦ業務を

操業する総トン数 10 トン以上の船については船員保険の適用となったこと、

ⅲ）社会保険事務所が保管する船舶所有者別被保険者名簿及びＫ社の供述か

ら、申立人が乗船したとする船舶名がＥ船の小型船は、当該事業所の取締役

であるＭを船舶所有者とする「＊Ｅ船」しかなく、同船は 51年４月 16日に

船員保険の適用事業所となったものの、申立期間③当時は船員保険の適用事

業所に該当していなかったことが確認できる。 

    また、申立人が一緒に乗船したとするその兄は「申立期間③当時、弟と一

緒に船に乗ったが、船員保険には加入していなかったと思う。」と供述して



おり、同人は、申立期間③のほとんどである昭和 50年５月１日から同年 12

月５日まで、国民年金に加入し国民年金保険料を納付していたことが社会保

険庁のオンライン記録から確認できる。 

    さらに、社会保険事務所が保管する船舶所有者別被保険者名簿から、申立

期間③において、当該事業所を船舶所有者とするＥ船と称した漁船は「Ｋ丸」

が唯一船員保険の適用船舶であることが確認できるが、同船の総トン数は

59．87 トンであり、同船に係る同名簿の中に申立人、申立人が記憶するそ

の兄及び同僚の名前は記載されておらず、一方、同名簿に整理番号の欠番も

見当たらないことから、同船において申立人の記録が欠落したとは考え難い。 

    加えて、当該事業所では、申立人の申立期間③における船員保険の適用状

況等について「当時の資料は保管されておらず、不明である。」と供述して

いることから、申立期間③当時の申立人の船員保険の適用状況等について確

認することができない。 

その上、申立人は、船員手帳を所持しておらず、申立期間③について、申

立人が船員保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認でき

る給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人に船員保険料が控除されていたことに関する具体的な記

憶が無い上、申立人の申立期間③における船員保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情も無い。 

  ４ 申立期間④について、社会保険事務所の記録によると、Ｊ社が厚生年金保

険の適用事業所となったのは平成９年８月１日であり、申立期間④当時は厚

生年金保険の適用事業所に該当していなかったことが確認できる。 

    また、当該事業所の事業主の妻によると、「申立期間④当時に申立人が当

社に勤務していたか否かについては分からないが、当時は個人事業所であっ

たため、従業員に対しては国民年金及び国民健康保険に加入するよう指導し

ていた。」と供述しており、社会保険庁のオンライン記録から、当該事業所

の事業主及びその妻は、申立期間④において国民年金に加入し、国民年金保

険料を納付していたことが確認できる。 

    さらに、申立人は、申立期間④当時、当該事業所で一緒に勤務していた同

僚に関する記憶があいまいであるため、同僚の特定を行うことができず、申

立期間④当時の状況を確認することができない。 

加えて、申立人に、申立期間④における雇用保険の加入記録が無い。 

このほか、申立期間④について、申立人が厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立

人も保険料が控除されていたことに関する具体的な記憶が無い上、申立てに

係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

  ５ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者及び船員保険被保険者として、すべての申立期



間に係る厚生年金保険料及び船員保険料を各事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1531 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年３月１日から同年６月 30日まで 

昭和 42年 10月 25日から 43年６月 30日までの期間、Ａ社（現在は、Ｂ

社）に勤務していたが、社会保険事務所の記録によると、厚生年金保険の加

入期間は 42年 10月 25日から 43年３月１日までとなっている。 

申立期間について、Ｃ職として勤務していたので、厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社に照会したところ、「申立人の名前は記憶にあるが、当時の書類は既に

廃棄されており、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について確認

することができない。また、当社は、申立期間において雇用保険の適用事業所

とはなっておらず、雇用保険には加入していない。」と回答しており、雇用保

険の被保険者記録においても、申立人の加入記録は無く、申立人の勤務実態に

ついて確認できない。 

また、申立人が名前を挙げた同僚一人は既に死亡していることから、申立人

の勤務実態及び厚生年金保険の適用について供述を得ることができず、社会保

険事務所の記録から申立期間前後に当該事業所において厚生年金保険の被保

険者であったことが確認できる者６人のうち生存及び連絡先が判明した５人

に照会したところ、回答があった５人のうち二人は申立人を記憶していたが、

いずれも「勤務していた期間については分からない。」と供述しており、申立

人の当該事業所での退職時期及び厚生年金保険の適用状況について具体的な

供述が得られなかった。 

さらに、申立期間に係る厚生年金保険料が事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1532 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年９月 25日から 32年４月１日まで 

             ② 昭和 32年９月から 33年６月まで 

             ③ 昭和 34年２月から 36年２月１日まで 

厚生年金保険の加入期間について社会保険事務所に照会したところ、申立

期間について加入記録が無いとの回答であった。 

申立期間①及び②については、Ａ社に勤務しており、失業保険被保険者離

職票において雇用保険の加入期間は昭和 31 年９月 25 日から 32 年６月 10

日までとなっている。 

申立期間③については、Ｂ社Ｃ出張所に昭和 34 年２月から勤務したが、

厚生年金保険の被保険者資格取得日は 36年２月１日となっている。 

厚生年金保険料が給与から控除されたことが確認できる資料は無いが、申

立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①及び②のＡ社について、申立人の失業保険被保険者離職票の被

保険者記録から、申立人は、昭和 31年９月 25日から 32年６月 10日までの

期間について当該事業所において勤務していたと認められる。 

    しかしながら、社会保険事務所の記録によると、当該事業所は平成 16 年

２月 27 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、元事業主

に照会したところ、「当時の事業主は既に死亡しており、当時の関係資料が

残されておらず、申立人の雇用実態及び厚生年金保険の適用状況等について

は不明である。」と回答している。 

    また、申立人は一緒に勤務していた同僚の名前を覚えていないことから、

社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿において、申立期間①及び②当時に厚生年金保険の被保険者として記録が



確認できる者のうち生存及び連絡先が判明した６人に照会したところ、回答

があった６人のうち二人が申立人のことを記憶していたが、申立人の勤務期

間及び厚生年金保険の適用状況については確認できない上、上述の同僚から

名前の挙がった、申立期間当時に社会保険事務担当であったとする者は既に

死亡していることから、申立期間における厚生年金保険の適用状況について

供述を得ることができない。 

    さらに、社会保険事務所の記録によると、申立人は、当該事業所において

昭和 32 年４月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同年６月 10

日に資格を喪失した後、33年９月 24日に同社において再度資格を取得して

いるが、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被保

険者原票では、申立期間①及び②に係る申立人の厚生年金保険の加入記録は

確認できない。 

    加えて、社会保険事務所が保管する厚生年金保険被保険者台帳記号番号払

出簿によると、申立人はＡ社において昭和 32 年４月１日に初めて厚生年金

保険の被保険者資格を取得したことが確認できる。 

  ２ 申立期間③について、同僚の供述から判断すると、時期及び期間は特定で

きないものの、申立人がＢ社Ｃ出張所に勤務していたことは推認できる。 

    しかしながら、社会保険事務所の記録によると、当該事業所は昭和 42 年

４月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の会社

関係者の消息が不明であることから、申立期間③における申立人の勤務実態

及び厚生年金保険の適用状況について確認できない。 

また、当該事業所の本社であるＢ社に照会したところ、「雇用関係書類及

び厚生年金保険関係書類が保存されていないため、申立人の申立てに係る厚

生年金保険の資格の得喪についての届出を行ったか、厚生年金保険料を納付

したかについて、いずれも不明である。」と回答している。 

    さらに、申立人は一緒に勤務していた同僚の名前を覚えていないことから、

社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿において、申立期間③当時に厚生年金保険の被保険者として記録が確認で

きる者のうち生存及び連絡先が判明した 10 人に照会したところ、回答があ

った７人のうち一人が申立人のことを記憶していたが、申立人の勤務期間及

び厚生年金保険の適用状況については確認できない。 

    加えて、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿には、申立人について、昭和 36 年２月１日に厚生年金保険の資

格取得及び同年２月 26 日に資格喪失と記載されており、申立期間③に係る

厚生年金保険の加入記録は確認できない。 

  ３ すべての申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

    このほか、申立人のすべての申立期間における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、すべての申立期間に係る厚生年金保

険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



北海道厚生年金 事案 1533 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54年４月１日から同年 12月 28日まで 

             ② 昭和 55年４月１日から同年 12月 28日まで 

昭和 54年４月から同年 12月までの期間及び 55年４月から同年 12月まで

の期間、Ａ社でＢ職としてＣ業務を担当していた。 

給与から厚生年金保険料が控除されていたので、申立期間について厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人の雇用保険の被保険者記録から、申立人は、昭和 54 年４月２日から

同年 11月 30日までの期間及び 55年２月５日から同年 11月 30日までの期間

について、Ａ社において勤務していたことは認められる。 

    しかしながら、当該事業所に照会したところ、「当時の関係資料が残ってお

らず、確認できない。」との回答であり、申立人の両申立期間当時の勤務実態

及び厚生年金保険の適用状況について確認することができない。 

    また、申立人が名前を挙げた同僚 13 人のうち６人は、社会保険事務所の記

録によると、当該事業所で申立期間において厚生年金保険の加入記録が確認で

きるが、他の二人は申立期間において厚生年金保険の加入記録が確認できず、

残る５人は当該事業所での厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

    さらに、上述の同僚 13 人のうち生存及び連絡先が判明した５人に照会した

ところ、４人から回答があり、そのうち申立期間において厚生年金保険の加入

記録がある二人は、いずれも「申立人と一緒に勤務していたが、勤務していた

期間については分からない。また、申立人の厚生年金保険の適用状況について

も分からない。」と供述している上、申立期間において当該事業所で厚生年金

保険の加入記録が無い一人は、「Ａ社で申立人と一緒に勤務していた。正職員

は厚生年金保険に加入していたが、期間雇用の者は厚生年金保険に加入させて



もらえず、自分は期間雇用であったので、昭和 52年 12月から 56 年３月まで

の期間は国民健康保険に加入していた。申立人も期間雇用であったので、自分

と同じ雇用条件であった。」と供述しており、同じく加入記録の無い他の一人

は、「申立人とは昭和 54年４月から同年 12月までの期間及び 55年４月から

同年 12 月までの期間、一緒に勤務していた。自分もその期間の厚生年金保険

の加入記録が抜けており、当時、一緒に働いていた同僚も「厚生年金保険に加

入していなかった。」と言っている。当時は、自分も申立人も期間雇用者とし

ての雇用条件で入社しており、冬期間は失業保険を受給していた。」と供述し

ており、社会保険事務所の記録により、上述二人の当該事業所での厚生年金保

険の加入記録は昭和 56 年４月から確認できることを踏まえると、申立期間当

時については、事業主が何らかの基準により従業員ごとに判断し、厚生年金保

険の加入手続を行っていたものと考えられる。 

  加えて、社会保険事務所が保管する当該事業所の健康保険厚生年金保険被保

険者原票を確認したが、両申立期間において申立人の名前は記載されておらず、

一方、同原票において健康保険の整理番号に欠番が見られないことから、申立

人の記録が欠落したものとは考え難い。 

  その上、申立人が両申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

  このほか、申立人の両申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1534 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

 １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 29年４月 21日から 37年１月 16日まで 

社会保険事務所で年金記録を確認したところ、申立期間については脱退手

当金を支給済みであると言われた。私は、退職後すぐにＡ市に転居しており、

脱退手当金はもらっていないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿で、申立人が記載

されているページとその前後６ページに記載されている女性のうち、申立人の

厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 37 年１月の前後２年間に資格喪

失し、かつ、脱退手当金の受給資格を有する 19 人について、脱退手当金の支

給状況を調査したところ、16 人に脱退手当金の支給記録があり、そのうち 12

人は資格喪失日から約３か月以内に脱退手当金の支給決定がなされているこ

とを踏まえると、申立人についても事業主による代理請求がなされた可能性が

高いものと考えられる。 

   また、申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格

喪失日から約３か月後の昭和 37年４月 13日に支給決定されているほか、被保

険者台帳には、同年３月 14 日に脱退手当金の裁定のために必要となる標準報

酬月額等を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録

されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者記号番号は、申立期

間と申立期間後の被保険者期間は別の記号番号となっており、脱退手当金を受

給したために記号番号が異なっているものと考えるのが自然である上、申立人

から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していな



いことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1535 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58年５月１日から 59年４月１日まで 

② 昭和 59年６月１日から 60年４月ごろまで 

③ 昭和 60年６月１日から同年 12月１日まで 

④ 昭和 61年４月１日から 62年 12月１日まで 

申立期間①及び②については、昭和 58年５月から 60年４月ごろまでＡ社

に勤務していたが、社会保険事務所の厚生年金保険の資格記録によると、59

年４月１日資格取得で同年６月１日資格喪失となっており、申立期間の記録

が欠落している。 

申立期間③については、Ｂ社（現在は、Ｃ社）に勤務していた。 

申立期間④については、Ｄ社に勤務していた。 

厚生年金保険料控除の事実を確認できる資料等は無いが、すべての申立期

間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社が保管する社会保険被保険者台帳によると、申

立人の当該事業所における厚生年金保険の資格取得日は昭和 59 年４月１日

と記載されており、社会保険事務所の記録により確認できる当該事業所にお

ける申立人の厚生年金保険被保険者資格取得日と一致する。 

また、申立人が名前を挙げた同僚は、｢自分が当該事業所に入社（昭和 59

年１月 1 日資格取得）する以前から申立人は当該事業所に勤務していた。｣

と述べているが、申立人の厚生年金保険加入状況については確認できない。 

さらに、社会保険事務所の記録により、申立期間①当時に当該事業所にお

いて厚生年金保険被保険者であったことが確認できる者９人に照会し、回答

があった３人全員が、｢申立人の名前は聞いたことが無い。｣と述べており、



このうちの二人は、｢当該事業所に入社し、Ｅ資格試験に合格した後に正社

員になった。それまでの数か月間は試用期間であり厚生年金保険には加入し

ておらず、給与から保険料は控除されていなかった。｣と述べており、当該

事業所も、｢当時Ｅ業務担当職員は、採用後３か月程度は試用期間があり、

その間は正社員ではないので厚生年金保険には加入させておらず、保険料も

控除していない。｣と回答している。 

その上、申立期間①における雇用保険の被保険者記録は無い上、給与から

保険料が控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

なお、申立期間①の一部である昭和 58 年５月２日から同年９月２７日ま

では、Ｃ社が保管する人事記録により、申立人が同社に在籍していることが

確認できる上、社会保険事務所の記録から、同年９月１日から同月 28 日ま

で、同社における厚生年金保険の被保険者記録が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、申立人が名前を挙げた同僚及び申立期間②当時にＡ

社において厚生年金保険被保険者であったことが確認できる者に照会した

が、申立人が申立期間②に同社に勤務していたことを確認できる供述は得ら

れない。 

また、当該事業所が保管する社会保険被保険者台帳によると、申立人の当

該事業所における厚生年金保険の資格喪失日は昭和 59 年６月１日と記載さ

れており、社会保険事務所の記録により確認できる当該事業所における申立

人の厚生年金保険被保険者資格喪失日と一致する。 

その上、申立期間②における雇用保険の被保険者記録は無い上、給与から

保険料が控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情

は無い。 

３ 申立期間③について、Ｃ社が保管する人事記録によると、申立人の入社日

は昭和 58年５月２日、退職日は同年９月 27日と記録されており、申立期間

③に申立人が同社に勤務していたことは確認できない上、当該事業所は、｢当

社のＥ業務担当職員は、成績に応じて採用から４か月、５か月及び６か月経

過後に厚生年金保険に加入させていたため、入社と同時には加入させていな

い。｣と回答しているところ、社会保険事務所の記録によると、申立人は、

入社から約４か月経過後の 58 年９月１日に当該事業所において厚生年金保

険被保険者の資格を取得し、同年９月 28 日に資格喪失していることが確認

できる。 

また、申立人が名前を挙げた同僚は、｢入社時に、申立人と一緒に研修を

受けたと思うが、申立人は短期間で辞めたと思う。入社後３か月ぐらい試用

期間があり、昭和 58 年９月から正社員になったと同時に厚生年金保険に加



入したと記憶している。｣と述べているところ、社会保険事務所の記録によ

り、当該同僚の厚生年金保険の被保険者資格取得日は、申立人と同日の昭和

58 年９月１日であることが確認できるが、申立期間③における同保険の加

入記録は確認できない。 

さらに、社会保険事務所の記録により、申立期間③において厚生年金保険

被保険者であったことが確認できる６人に照会し、回答があった４人全員が、

｢申立人の名前は聞いたことが無く、勤務していたかどうか分からない。｣

と述べており、このうち、後に支部長になったとする者は、｢当時勤務して

いた同僚数人にも聞いたが、申立人の名前に記憶が無いとのことであった。｣

と述べている。 

加えて、申立人の当該事業所における雇用保険の加入記録は、厚生年金保

険の加入記録と一致しており、申立期間③における記録は無い上、給与から

保険料が控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立期間③の申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

４ 申立期間④について、Ｄ社が保管する人事記録によると、申立人の委任契

約締結日（採用日）は昭和 62年 10月４日、登録抹消日は同年 12月 31日と

記録されており、当該事業所は、｢申立期間④の一部については、申立人は

Ｅ業務担当職員として同社に在籍していたことが確認できるが、当時は、採

用４か月目から社会保険に加入させていたため、申立人を厚生年金保険に加

入させておらず、保険料も控除していない。｣と回答している。 

また、申立人が名前を挙げた同僚は、｢自分は、昭和 62年７月ごろから当

該事業所に勤務していたが、申立人は自分より少し後から勤務していた。入

社後３か月間の試用期間があり、その間は正社員ではないので厚生年金保険

には加入しておらず、給与から保険料は控除されていなかった。｣と述べて

いるところ、社会保険事務所の記録によると、当該同僚は、昭和 62 年 10

月１日に当該事業所において厚生年金保険の被保険者資格を取得している

ことが確認できる。 

さらに、社会保険事務所の記録により、申立期間④において当該事業所の

厚生年金保険被保険者であったことが確認できる６人に照会し、回答があっ

た２人は共に、｢申立人が勤務していたかどうか分からない。｣と述べており、

申立人の申立てを確認できる供述を得ることはできない。 

加えて、申立期間④における雇用保険の被保険者記録は無い上、給与から

保険料が控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間④における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

５ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者としてすべての申立期間に係る厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1536 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月 21日から 44年３月１日まで 

昭和 40年９月 20日から 44年２月末までＡ社にＢ職として勤務していた

が、社会保険事務所の記録によると、42年４月 21日に厚生年金保険の被保

険者資格を喪失したことになっている。 

厚生年金保険料控除の事実を確認できる資料等は無いが、申立期間につい

て、厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、社会保険事務所の記録によると、平成 12年５月 29日に厚生年金保

険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主も死亡していることか

ら、役員をしていた３人に照会したが、「申立人のことは記憶しているが、い

つまで勤務していたかについては分からない。」と回答している。 

また、申立人が一緒に勤務していたとする同僚に照会したところ、「申立人

の退職日までは特定できないが、申立人の勤務期間は２年ぐらいであったと記

憶している。」と回答しており、社会保険事務所の記録から申立期間中に厚生

年金保険の被保険者資格を取得している二人は「申立人の名前に記憶が無い。」

と述べていることから、申立人の申立期間の勤務実態を確認することができな

い。 

さらに、役員の一人は、「工場の従業員は継続して厚生年金保険に加入して

いたが、Ｂ職は歩合給のため給料が変動することから、途中から厚生年金保険

に加入しなくなった。」と述べており、同僚の一人も「自分もＢ職の時は、途

中から厚生年金保険に加入しなくなり、昭和 42 年ごろに工場勤務になってか

ら再加入している。」と述べており、当該同僚の社会保険事務所の記録による

と、昭和 41年 12月 21日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失しており、42



年５月１日に再取得していることが確認できる。 

加えて、申立人の当該事業所に係る厚生年金保険被保険者原票によると、資

格喪失日は昭和 42年４月 21日となっており、訂正等の不自然な箇所は見られ

ない。 

その上、申立人が、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

事実を確認できる給与明細書等の関連資料は無く、申立人も厚生年金保険料が

給与から控除されていたことに関する具体的な記憶が無い。 

このほか、申立人の申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は

無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 1537 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

        住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ：  昭和 31年４月１日から 34年５月ごろまで 

昭和 30年２月から 34年５月ごろまで、Ａ社Ｂ工場に勤務していたが、社

会保険事務所の記録によると、31年４月１日に厚生年金保険の被保険者資

格を喪失したことになっている。 

厚生年金保険料控除の事実を確認できる資料等は無いが、申立期間につい

て厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ工場は、社会保険事務所の記録によると、平成４年４月 21 日に厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなっていることから、同社の本社に照会

したが、「申立期間当時のＢ工場に関する資料は保管されておらず、申立人の

勤務実態や厚生年金保険の加入状況については確認できない。」と回答してお

り、申立人が一緒に勤務していたという工場長も既に死亡していることから、

申立期間当時の状況を聴取できない。 

また、社会保険事務所の記録により、申立期間において当該事業所の被保

険者であったことが確認できる 10人に照会したところ、６人から回答があっ

たが、このうち一人が、「申立人の勤務期間は記憶していないが、自分が昭和

33 年 12 月６日に退職する時には、まだ申立人は勤務していたような気がす

る。」と述べているが、申立人が、申立期間において給与から厚生年金保険料

を控除されていたことをうかがわせる供述は得られない。 

さらに、前述の 10人のうち、他の一人は、申立人の退職日までは記憶して

おらず、残りの４人（このうち３人は、申立期間に厚生年金保険の被保険者

資格を取得している。）は、申立人の名前に記憶が無いと述べている。 

加えて、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、昭和 31 年４月 20 日に

健康保険被保険者証が返納された旨が記載されているほか、申立期間に申立



人の標準報酬月額が改定された記録も無いことが確認できる。 

その上、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人も厚生年金保険料が給

与から控除されていたことに関する具体的な記憶は無い。 

このほか、申立人の申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情

は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 


